
  
 

一

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
に
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
限
り
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

２ 

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法

律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

  
 

二

（
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
） 

第
五
十
八
条 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
の
表
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
二
十
三
条
第
五
項 

 
 
 
 

こ
の
法
律
又
は
準
用
通
則
法
（
第 

こ
の
法
律
、
震
災
特
例
法
又
は
準
用
通
則 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

四
十
八
条 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

法
（
震
災
特
例
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
十
八
条 

 
 

 
 

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項 

 
 

こ
の
法
律 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

こ
の
法
律
、
震
災
特
例
法 

 
 

 

第
五
条
の
表
第
二
十
六
条
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
三
条
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号 

 

こ
の
法
律 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

こ
の
法
律
、
震
災
特
例
法 

 
 

 

第
五
条
の
表
第
三
十
五
条
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項 

 
 

こ
の
法
律 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
、
震
災
特
例
法 



  
 

三

 
 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項 

 
 

前
項 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

震
災
特
例
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

替
え
て
適
用
す
る
前
項 

 
 

 

第
五
条
の
表
第
四
十
八
条
の
表
第
三
条
第
三
項
の
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
三
十
九
条 

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十 

総
合
法
律
支
援
法
（
震
災
特
例
法
第
五
条 

 
 

 
 

の
二
第
一
項
の
項 

 
 

 
 
 

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
総
合
法 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

律
の
規
定
を
含
む
。
） 

 
 
 

 

律
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
、
震
災 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

特
例
法 

 
 

 

第
五
条
の
表
第
四
十
八
条
の
表
第
五
十
条
の
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
五
十
条
の 

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十 

総
合
法
律
支
援
法
（
震
災
特
例
法
第
五
条 

 
 

 
 

四
第
六
項
の
項 

 
 
 

 
 
 

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
総
合
法 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

律
の
規
定
を
含
む
。
） 

 
 
 

 

律
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
、
震
災 



 

  
 

四

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

特
例
法 

 
 

 
第
五
条
の
表
第
四
十
八
条
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
の
項
中
欄
中
「
総
合
法
律
支
援
法
」
の
下
に
「
（
同
法
第
四

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
総
合
法
律
支
援
法
」
の
下
に
「
（
震

災
特
例
法
第
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
の
規

定
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
四
十
八
条
の
表
第
六
十
五
条
第
一
項
の
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
四
十
九
条
第
一
号

の
項
中
欄
中
「
又
は
」
の
下
に
「
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
、
震
災
特
例
法
第
四
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
」
を「
若
し
く
は
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
震
災
特
例
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」

に
改
め
、
同
表
第
五
十
四
条
第
一
号
の
項
中
「
第
五
十
四
条
第
一
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号 

 

若
し
く
は
第
五
項 

 
 

 
 
 
 

、
同
条
第
五
項
（
震
災
特
例
法
第
五
条
の 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

を
含
む
。
） 

 
 

 

第
五
条
の
表
第
五
十
四
条
第
四
号
の
項
中
「
第
五
十
四
条
第
四
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同



  
 

五

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
八
号 

 

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項 
 
 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
（
震
災
特
例
法 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

す
る
場
合
を
含
む
。
） 

 
 

 

附
則
第
三
条
第
三
項
中
「
同
条
の
表
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
三
条
第
五
項
の
項
」
を
加

え
、
「
及
び
第
五
十
四
条
第
一
号
の
項
」
を
「
、
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の

項
」
に
改
め
る
。





  
 

七

 
 

 
 
 

理 

由 

 

東
日
本
大
震
災
法
律
援
助
事
業
の
執
行
状
況
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


